
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日
提
出

質

問

第

六

三

号

「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

北
方
領
土
に
関
し
て
は
、
政
府
は
二
月
七
日
を
「
北
方
領
土
の
日
」
と
し
、
主
催
、
共
催
、
ま
た
は
後
援
等
様
々
な
形
で

種
々
式
典
を
行
う
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
と
承
知
す
る
。
「
北
方
領
土
の
日
」
制
定
に
至
っ
た
経
緯
は
じ
め
、
そ
れ
に
対
す

る
政
府
の
関
与
、
政
府
の
各
種
式
典
の
関
与
の
あ
り
方
等
、
詳
細
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

竹
島
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
島
根
県
が
二
月
二
十
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
と
す
る
条
例
を
制
定
し
た
も
の
の
、
政

府
と
し
て
は
島
根
県
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
何
ら
積
極
的
な
関
与
、
協
力
を
し
て
お
ら
ず
、
毎
年
島
根
県
で
開
催
さ
れ
て

い
る
「
竹
島
の
日
」
の
記
念
行
事
に
お
い
て
も
、
政
府
か
ら
の
出
席
者
は
お
ら
ず
、
代
理
の
者
も
立
て
ず
、
祝
電
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
も
し
て
こ
な
か
っ
た
。
本
年
の
島
根
県
で
の
式
典
に
は
、
島
尻
安
伊
子
内
閣
府
政
務
官
が
出
席
し
、
初

め
て
政
府
関
係
者
が
出
席
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
、
「
北
方
領
土
の
日
」
の
式
典
に
対
す
る
政
府
の
取
り
組
み
と
は
依

然
大
き
な
隔
た
り
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

安
倍
内
閣
と
し
て
、
二
月
七
日
の
北
方
領
土
返
還
要
求
大
会
と
同
様
に
、
二
月
二
十
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
に
制
定
し
、

内
閣
総
理
大
臣
や
外
務
大
臣
等
関
係
閣
僚
、
政
府
関
係
者
が
出
席
す
る
と
い
っ
た
、
政
府
に
よ
る
積
極
的
な
関
与
を
も
っ
て

竹
島
返
還
要
求
大
会
な
る
式
典
を
開
催
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


